
（農林水産省４－㉔）

浜の再生・活性化、漁協系統組織の経営の健全化・基盤強化、加工・流通・消費に関
する施策の展開、水産業・漁村の多面的機能の発揮、漁場環境の保全・生態系の維
持、防災・減災、国土強靱化への対応

政策に関係する内閣の重要
政策

・水産基本計画（令和４年３月25日閣議決定）
　　第２ Ⅲ　地域を支える漁村の活性化の推進
・漁港漁場整備長期計画（注１）（令和４年３月25日閣議決定）
　　第１　漁港漁場整備事業についての基本的考え方
　　第２　実施の目標及び事業量
・社会資本整備重点計画（注２）（令和３年５月28日閣議決定）
　　第３章　計画期間における重点目標、事業の概要
・農林水産業・地域の活力創造プラン（令和３年12月24日改訂）
　　Ⅲ 12．水産資源の適切な管理と水産業の成長産業化
・未来投資戦略2018（平成30年６月15日閣議決定）
　　第２ Ⅰ[４] １ .（３） ⅳ）水産業改革
・経済財政運営と改革の基本方針2022（令和４年６月７日閣議決定）
　　第３章 １．（４）食料安全保障の強化と農林水産業の持続可能な成長の推進
・規制改革実施計画（令和４年６月７日閣議決定）
　　Ⅱ ５．個別分野の取組
・フォローアップ（令和４年６月７日閣議決定）
　　Ⅲ．１．(１) デジタル田園都市国家の実現に向けた基盤整備
　　Ⅲ．１．(１) デジタル田園都市国家を支える農林水産業、観光産業、教育の推進

政策評価
実施予定時期

令和５年８月

水産物の安定供給と水産業の健全な発展
政策評価体系上の

位置付け

令和４年度実施施策に係る政策評価の事前分析表

政策分野名
【施策名】

漁村の活性化の推進 担当部局名
水産庁
【企画課/水産経営課/加工流通課/研究指導課/漁場資源課/
計画課/整備課/防災漁村課】

政策の概要
【施策の概要】
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基準
年度

目標
年度

４年度 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度

62% 62% - － －

ア
各年度の漁業所得
向上目標を達成した
地区の割合

56%

直近5カ
年実績
（平成29
年度から
令和3年
度）の5中

3平均

62% 各年度

把握の方法
出典：水産庁調べ
作成時期：調査年度の翌年度末
算出方法：浜プランを策定している地区の達成状況を各都道府県からの報告を通じて把握

達成度合いの
判定方法

達成率(％)＝（各年度の漁業所得向上目標を達成した地区の割合）／（目標値）×100
Ａ’ランク：150％超、Aランク：90％以上150％以下、Bランク：50％以上90％未満、Cランク：50％未満

目標①
【達成すべき目標】

漁業所得の向上

測定指標 基準値 目標値

年度ごとの目標値

年度ごとの実績値

浜の再生・活性化に向けて、浜プランにおいて、海業や渚泊等の漁業外所得の確保の取組の促進や、漁村外からのUIターンの確保等による地域の将来を支える人材の定着と漁
村の活性化についても推進すべく見直しを図る。また、海洋等の振興、離島対策等を推進する。

F=－直

【測定指標の選定理由】
　基本計画第２Ⅲ１（１）の「漁業所得の向上」に該当するアウトカム指標として
設定。
　浜プランについて、各地域の収入向上とコスト削減の具体的な対策の実施
により漁業所得を５年間で10％以上向上させることを目指すこととされてい
る。
　これを踏まえ、浜プランを実践して漁業所得向上に取り組む地区のうち、各
年度の漁業所得向上目標を達成した地区の割合を測定指標として選定し
た。

【目標値（水準・目標年度）の設定の根拠】
　直近5カ年（平成29年度から令和3年度）の実績の5中3平均が56%であり、漁
業所得の向上分10%を加味した62%を目標値とした。なお、各地区の漁業所
得向上目標は毎年度向上するように設定することをふまえ、62%以上を維持
することとした。なお、浜プランは令和元年度から５年度まで、５カ年の期間が
設定されており、令和６年度に、新たな基本計画に則した見直しがプランに
適用される段階で、指標の設定を検討。

指標－
計算分類

測定指標の選定理由及び目標値（水準・目標年度）の設定の根拠

施策の目指すべき姿
【目標設定の考え方根拠】

施策（１） 浜の再生・活性化
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基準
年度

目標
年度

４年度 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度

100件 200件 300件 400件 500件

Ｓ↑－直

【測定指標の選定理由】
　基本計画第２Ⅲ１（２）の「漁港を海業等に利活用しやすい環境を整備」に
該当するアウトカム指標として設定。

【目標値（水準・目標年度）の設定の根拠】
　漁港漁場整備長期計画（令和４年3月閣議決定）において、全国の漁港の
有効活用や海業等の取組の促進を図り、令和８年度までにおおむね500件
の海業等の取組を漁港において展開することとしていることを踏まえて設定。
各年度の目標値については、漁港漁場整備長期計画に定められていないこ
とから、基準値と目標値を直線で結んだ年度ごとの目安値を便宜的に記載。

把握の方法
出典：水産庁調べ
作成時期：調査年度の翌年度の6月頃
算出方法：都道府県等からの実績報告により把握

達成度合いの
判定方法

達成度合（％）＝（当該年度の実績値）／（当該年度の目標値）×100
Ａ'ランク：150％超、Ａランク：90％以上150％以下、Ｂランク：50％以上90％未満、Ｃランク：50％未満

ア
漁港における新たな
海業等の取組数

0件
令和

３年度
500件

令和
８年度

目標②
【達成すべき目標】

漁港を海業等に利活用しやすい環境を整備、海業等の取組を一層推進

測定指標 基準値 目標値

年度ごとの目標値

指標－
計算分類

測定指標の選定理由及び目標値（水準・目標年度）の設定の根拠
年度ごとの実績値
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40
万人

80
万人

120
万人

160
万人

200
万人

Ｆ↑－直

【測定指標の選定理由】
　基本計画第２Ⅲ１（２）の「海業等の取組を一層推進」に該当するアウトカム
指標として設定。

【目標値（水準・目標年度）の設定の根拠】
　漁港漁場整備長期計画（令和４年3月閣議決定）において、海業等の取組
を一層推進し、令和８年度までに都市漁村交流人口をおおむね200万人増
加させることとしていることを踏まえて設定。各年度の目標値については、漁
港漁場整備長期計画に定められていないことから、基準値と目標値を直線で
結んだ年度ごとの目安値を便宜的に記載。

把握の方法
出典：水産庁調べ
作成時期：調査年度の翌年度の10月頃
算定方法：都道府県等からの実績報告により把握

達成度合いの
判定方法

達成度合（％）＝（当該年度の実績値）／（当該年度の目標値）×100
Ａ'ランク：150％超、Ａランク：90％以上150％以下、Ｂランク：50％以上90％未満、Ｃランク：50％未満

イ
漁村の活性化により
新たに増加した都市
漁村交流人口

0万人
令和

３年度
200万人

令和
８年度

 24-4



基準
年度

目標
年度

４年度 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度

1.3
百万円

1.3
百万円

1.3
百万円

1.3
百万円

1.3
百万円

Ｆ＝－直

把握の方法
出典：水産庁調べ
作成時期：調査年度翌年の8月頃
算出方法：離島漁業再生支援等交付金の取組に参加している離島漁業者の平均漁業所得を各都道府県を通じて把握

達成度合いの
判定方法

達成度合（％）＝（当該年度の実績値）／（当該年度の目標値）×100
Ａ'ランク：150％超、Ａランク：90％以上150％以下、Ｂランク：50％以上90％未満、Ｃランク：50％未満

年度ごとの実績値

ア

離島漁業再生支援
等交付金の取組に
参加している離島漁
業者の平均漁業所
得額

1.3
百万円

令和
２年度

1.3
百万円

各年度

離島地域の漁業集落が共同で行う漁業の再生のための取組の支援

【測定指標の選定理由】
　基本計画第２Ⅲ１（６）の「離島地域の漁業集落が共同で行う漁業の再生の
ための取組を支援」に該当するアウトカム指標として設定。

【目標値（水準・目標年度）の設定の根拠】
　離島漁業は漁獲物の販売・漁業資材の取得など販売生産面での不利な条
件に加え、高齢化及び過疎化等のため、所得の現状を維持することも困難な
厳しい状況であるため、基準年度（令和２年度）の所得額の実績（1.3百万円）
を維持することを目標として設定。

目標③
【達成すべき目標】

測定指標 基準値 目標値

年度ごとの目標値

指標－
計算分類

測定指標の選定理由及び目標値（水準・目標年度）の設定の根拠
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基準
年度

目標
年度

４年度 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度

858
組合

843
組合

828
組合

813
組合

798
組合

把握の方法
出典：水産庁調べ
作成時期：調査年度の翌年度６月頃
算出方法：都道府県からの報告により把握

達成度合いの
判定方法

達成率（％）＝（実績値－基準値）／（目標値－基準値）×100
Ａ'ランク：150％超、Ａランク：90％以上150％以下、Ｂランク：50％以上90％未満、Ｃランク：50％未満

測定指標の選定理由及び目標値（水準・目標年度）の設定の根拠
年度ごとの実績値

ア
沿海地区漁業協同
組合の組合数（出資
及び非出資）

873
組合

令和
３年度

798
組合

令和
８年度

S↓-差

【測定指標の選定理由】
　基本計画第２Ⅲ２（１）、(２）の「複数漁協間での広域合併、収支改善に向け
た漁協系統組織の取組を促進」に該当するアウトカム指標として設定。

【目標値（水準・目標年度）の設定の根拠】
　目標値については、広域漁協合併の進捗状況等を勘案し、前期水産基本
計画期間における合併による漁協減少数は同期間期首時点の漁協数の約
8.5%であったことから、本水産基本計画期間においてもこの傾向を維持する
こととし、令和８年度末に漁協数を798漁協（△75漁協）にすることを目標とし
た。
　目標年度については、令和４年度に策定された水産基本計画は、概ね５年
度ごとに見直されることから、現行の水産基本計画の最終年度と見込まれる
令和８年度を目標年度とすることにより、次期水産基本計画に併せて政策分
野・施策を見直すことができるようにした。

施策の目指すべき姿
【目標設定の考え方根拠】

漁業者の所得向上及び漁協の経営の健全性確保のため、複数漁協間での広域合併や経済事業の連携等の実施、漁協施設の機能再編等の取組を推進する。また、指導監督指
針や各種ガイドライン等に基づく漁協のコンプライアンス確保に向けた自主的な取組を促進する。

目標①
【達成すべき目標】

複数漁協間での広域合併、収支改善に向けた漁協系統組織の取組を促進

測定指標 基準値 目標値

年度ごとの目標値

指標－
計算分類

施策（２） 漁協系統組織の経営の健全化・基礎強化
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基準
年度

目標
年度

４年度 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度

43.5
㎏/人

年

43.1
㎏/人

年

42.8
㎏/人

年

42.4
㎏/人

年

42.0
㎏/人

年

測定指標の選定理由及び目標値（水準・目標年度）の設定の根拠
年度ごとの実績値

F＝－直

指標－
計算分類

魚介類（食用）の年
間消費量

44.6
kg/人年

令和
元年度

39.8
kg/人年

令和
14年度

把握の方法
出典：食料需給表
作成時期：調査年度の翌年度末
算出方法：粗食料／年度中（10月１日）の我が国の総人口

達成度合いの
判定方法

達成度合（％）＝（当該年度の実績値）／（当該年度の目標値）×100
Ａ'ランク：150％超、Ａランク：90％以上150％以下、Ｂランク：50％以上90％未満、Ｃランク：50％未満

基準値 目標値

年度ごとの目標値

施策（３） 加工・流通・消費に関する施策の展開

【測定指標の選定理由】
　基本計画第２Ⅲ３（１）アの「資源状況の良い加工原料への転換や多様
化」、ウの「新製品開発や新規販路開拓等の経営改善に資する取組を促
進」、（２）アの「加工流通のバリューチェーンの強化」、（３）アの「国産水産物
の消費拡大」に該当するアウトカム指標として設定。
　加工原料の転換、新規販路の開発や水産バリューチェーンの構築等は、
外食産業やスーパーマーケット等での需要を増加するための取組であり、需
要の増減は魚介類（食用）の年間消費量に寄与することから、測定指標とし
て設定。

【目標値（水準・目標年度）の設定の根拠】
　新たな「水産基本計画」（令和４年３月25日閣議決定）において令和14年度
の１人１年当たりの食用魚介類の消費量（粗食料ベース）を39.8㎏とする目標
を掲げている。
　年度ごとの目標値については、「水産基本計画」（令和４年３月25日閣議決
定）において定められていないため、基準値と目標値を直線で結んで算出し
た年度ごとの消費量の目安値を目標値とした。

水産加工業は「原材料不足」「経営体力不足」「人手不足」が主要な課題となっており、これらの課題解決に向けて環境等の変化に適応可能な産業への転換、国産加工原料の安
定供給、中核的水産加工業者の育成及び生産性向上と外国人材の活用を推進する。流通においては水産バリューチェーンの構築、産地市場の統合、重点化の推進を図るととも
に、消費対策として消費者ニーズを的確に捉えた水産物の提供や若年層における魚食の習慣化を促進する。

資源状況の良い加工原料への転換や多様化、新製品開発や新規販路開拓等の経営改善に資する取組を促進、加工・流通のバリューチェーンの強化、国産水産物の消費拡大

施策の目指すべき姿
【目標設定の考え方根拠】

目標①
【達成すべき目標】

測定指標

ア
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基準
年度

目標
年度

４年度 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度

0.25 0.25 0.25 0.25 0.25

目標②
【達成すべき目標】

水産物の価格の著しい変動を緩和し、加工原料を安定的に供給

測定指標 基準値 目標値

年度ごとの目標値

指標－
計算分類

測定指標の選定理由及び目標値（水準・目標年度）の設定の根拠
年度ごとの実績値

ア
対象水産物の年間
変動係数

0.25

平成19
年度～
平成28

年度まで
の平均値

0.25
令和

９年度
Ｓ＝－直

【測定指標の選定理由】
　基本計画第２Ⅲ３（１）イの「加工原料を安定的に供給（目標②欄を転記）」
に該当するアウトカム指標として設定。
　対象水産物は１種類の魚種ではなく、複数の魚種（アジ、サバ、サンマ、イ
ワシ）となっている。それぞれの魚種で平均単価や変動幅が異なることから、
同水準の基準とするため、変動係数を使用した。

【目標値（水準・目標年度）の設定の根拠】
　過去10年間（平成19年度から平成28年度）の変動係数の平均値（0.25）以
下を目標値とした。

把握の方法
出典：産地水産物流通調査
作成時期：調査年度の翌年度末
算出方法：産地価格の標準偏差／産地平均価格

達成度合いの
判定方法

達成度合（％）＝（当該年度の実績値）／（当該年度の目標値）×100
Ａ'ランク：150％超、Ａランク：90％以上150％以下、Ｂランク：50％以上90％未満、Ｃランク：50％未満
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基準
年度

目標
年度

４年度 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度

対前年
増又は
同数

対前年
増又は
同数

対前年
増又は
同数

対前年
増又は
同数

対前年
増又は
同数

目標③
【達成すべき目標】

省人化・省力化、生産性向上

達成度合いの
判定方法

測定指標 基準値 目標値

年度ごとの目標値

把握の方法

指標－
計算分類

測定指標の選定理由及び目標値（水準・目標年度）の設定の根拠
年度ごとの実績値

ア
水産食料品製造業
の労働生産性

6.80百万
円/人

令和
２年度

対前年
増又は同

数
各年度 O－直

【測定指標の選定理由】
　基本計画第２Ⅲ３（１）エの「省人化・省力化、生産性向上」に該当するアウト
カム指標として設定。

【目標値（水準・目標年度）の設定の根拠】
　令和２年度の実績値6.80百万円/人を基準値とし、令和９年度までに省人
化・省力化により生産性の維持・向上を図ることから、労働生産性を維持・増
加することとして設定。
　水産加工業者は中小・零細規模の経営体が太宗を占める中、他の製造業
と比べても経営基盤がぜい弱である。そのような中、近年はサンマ・サケ等の
不漁による原材料不足や輸入原材料価格の高騰、人出不足などの厳しい状
況に見舞われており、原材料の転換、新商品の開発などに係る機械の導入
をしない限り、従来の労働生産性の維持すら困難な情勢。こうした水産加工
業者の存続をかけた取組に対し支援を行うことで、少なくとも現行の労働生産
性の維持を確保する必要がある。

出典：工業統計調査（経済産業省）
作成時期：翌年度秋頃
算出方法：水産食料品製造業の（付加価値額）／（従業員数）

達成度合（％）＝（当該年度の実績値）／（当該年度の目標値）×100
Ａ'ランク：150％超、Ａランク：90％以上150％以下、Ｂランク：50％以上90％未満、Ｃランク：50％未満
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50% 55% 60% 65% 70%

目標④
【達成すべき目標】

漁港において高度な衛生管理に対応した荷さばき所、冷凍・冷蔵施設等の整備を推進

達成度合いの
判定方法

達成度合（％）＝（当該年度の実績値）／（当該年度の目標値）×100
Ａ'ランク：150％超、Ａランク：90％以上150％以下、Ｂランク：50％以上90％未満、Ｃランク：50％未満

70%

ア

水産物の流通拠点と
なる漁港において総
合的な衛生管理体
制の下で取り扱われ
る水産物の取扱量の
割合

45%
令和

３年度

把握の方法
出典：水産庁調べ
作成時期：調査年度の翌年度６月頃
算出方法：都道府県等の実績報告から把握

令和
８年度

【測定指標の選定理由】
　基本計画第２Ⅲ３（２）イの「漁港において高度な衛生管理に対応した荷さ
ばき所、冷凍・冷蔵施設等の整備を推進」に該当するアウトカム指標として設
定。

【目標値（水準・目標年度）の設定の根拠】
　漁港漁場整備長期計画（令和４年３月閣議決定）において、「水産物の流
通拠点となる漁港において、総合的な衛生管理体制の下で取り扱われる水
産物の取扱量の割合を45％（令和３年度）から令和８年度までにおおむね
70％に向上させる」としていることから設定。
　各年度の目標値については、基準年から一定割合で向上させ令和８年度
に達成させることとして設定。

Ｆ↑－直
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150件 175件 200件 225件 250件

目標⑤
【達成すべき目標】

水産エコラベルの活用

ア

Ｓ↑直

【測定指標の選定理由】
　基本計画第２Ⅲ３（３）イの「水産エコラベルの活用」に該当するアウトカム指
標として設定。

【目標値（水準・目標年度）の設定の根拠】
　目標値については､基本計画に記載の水産エコラベルの活用の推進を達
成するため､直近３年間の日本国内における生産段階認証（注１）件数実績
の増加率を元に､令和９年度の認証件数を275件とする目標を設定。
各年度の目標値については、水産基本計画に定められていないことから、基
準値と目標値を直線で結んだ年度ごとの目安値を便宜的に記載。
　なお､水産エコラベルは､生態系や資源の持続性に配慮した方法で漁獲・
生産された水産物に対して､消費者が選択的に購入できるよう商品にラベル
を表示するスキームであり､生産段階認証とは持続可能で環境に配慮した漁
業・養殖業から生産された水産物であることを担保するものである。

110件
令和

３年度

生産段階認証（漁
業・養殖業）の認証
数

275件
令和

９年度

達成度合いの
判定方法

達成度合（％）＝（当該年度の実績値）／（当該年度の目標値）×100
Ａ'ランク：150％超、Ａランク：90％以上150％以下、Ｂランク：50％以上90％未満、Ｃランク：50％未満

把握の方法
出典：水産庁調べ
作成時期：調査年度の翌年度の４月
算出方法：国内で認証実績のある水産エコラベルのスキームホルダーに対する調査・集計
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基準
年度

目標
年度

４年度 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度

6,469ha 6,802ha 6,735ha 6,868ha 7,000ha

ア
藻場の保全・創造に
向けた取組・対策の
実施面積

6,336ｈａ
令和

２年度
7,000ｈａ

令和
８年度

把握の方法
出典：水産庁調べ
作成時期：調査年度の翌年度の６月頃
算出方法：都道府県及び市町村を通じて実績値を把握

達成度合いの
判定方法

達成度合（％）＝（当該年度の実績値）／（当該年度の目標値）×100
Ａ'ランク：150％超、Ａランク：90％以上150％以下、Ｂランク：50％以上90％未満、Ｃランク：50％未満

施策の目指すべき姿
【目標設定の考え方根拠】

　水産業・漁村の持つ水産物の供給以外の多面的な機能が将来にわたって発揮されるよう、一層の国民の理解の増進を図りつつ効率的・効果的に、また、NPO・ボランティア・海
業に関わる人といった、漁業者や漁村住民以外の多様な主体の参画や、災害時の地方公共団体・災害ボランティアとの連携の強化を推進。特に国境監視の機能については、漁
業者と国や地方公共団体の関係部局との協力体制の下で監視活動の取組を推進。

目標①
【達成すべき目標】

自然環境の保全、保健休養・交流・教育の場の提供などの、水産業・漁村の持つ水産物の供給以外の多面的な機能が将来にわたって発揮されるよう、取組を促進。

測定指標 基準値 目標値

年度ごとの目標値

施策（４） 水産業・漁村の多面的機能の発揮

S↑－直

【測定指標の選定理由】
　基本計画第２Ⅲ４（水産業・漁村の多面的機能の発揮）における「自然環境
の保全」及び５（漁場環境の保全・生態系の維持）における「藻場・干潟等の
保全・創造」に該当するアウトカム指標として設定。

【目標値（水準・目標年度）の設定の根拠】
　目標値については、地方公共団体や漁業者等の事業実施主体からの実施
要望等を踏まえ、藻場の保全・創造の取組を実施する全ての海域において、
取組実施箇所の藻場面積を維持・回復させることを目標とする7,000haとし
た。
　年度毎の目標については、長期計画において目指す主な成果を設定する
際に実施した事業実施主体に対する聞き取り結果等を基に設定。

指標－
計算分類

測定指標の選定理由及び目標値（水準・目標年度）の設定の根拠
年度ごとの実績値
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40
万人

80
万人

120
万人

160
万人

200
万人

イ

漁村の活性化により
新たに増加した都市
漁村交流人口【再
掲】

0万人
令和

３年度
200万人

令和
８年度

Ｆ↑－直

把握の方法
出典：水産庁調べ
作成時期：調査年度の翌年度の10月頃
算定方法：都道府県等からの実績報告により把握

達成度合いの
判定方法

達成度合（％）＝（当該年度の実績値）／（当該年度の目標値）×100
Ａ'ランク：150％超、Ａランク：90％以上150％以下、Ｂランク：50％以上90％未満、Ｃランク：50％未満

【測定指標の選定理由】
　基本計画第２Ⅲ４の「「多様な主体の参画」に該当するアウトカム指標として
設定。

【目標値（水準・目標年度）の設定の根拠】
　漁港漁場整備長期計画（令和４年3月閣議決定）において、海業等の取組
を一層推進し、令和８年度までに都市漁村交流人口をおおむね200万人増
加させることとしていることを踏まえて設定。各年度の目標値については、漁
港漁場整備長期計画に定められていないことから、基準値と目標値を直線で
結んだ年度ごとの目安値を便宜的に記載。
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基準
年度

目標
年度

４年度 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度

6,469ha 6,802ha 6,735ha 6,868ha 7,000ha

ア
藻場の保全・創造に
向けた取組・対策の
実施面積

6,336ｈａ
令和

２年度
7,000ｈａ

令和
８年度

把握の方法
出典：水産庁調べ
作成時期：調査年度の翌年度の６月頃
算出方法：都道府県及び市町村を通じて実績値を把握

達成度合いの
判定方法

達成度合（％）＝（当該年度の実績値）／（当該年度の目標値）×100
Ａ'ランク：150％超、Ａランク：90％以上150％以下、Ｂランク：50％以上90％未満、Ｃランク：50％未満

施策（５） 漁場環境の保全・生態系の維持

施策の目指すべき姿
【目標設定の考え方根拠】

海洋生態系を維持しつつ、持続的な漁業を行うため、藻場・干潟等の保全・創造等を図る。

目標①
【達成すべき目標】

藻場・干潟の保全・創造

測定指標 基準値 測定指標の選定理由及び目標値（水準・目標年度）の設定の根拠

S↑－直

【測定指標の選定理由】
　基本計画第２Ⅲ４（水産業・漁村の多面的機能の発揮）における「自然環境
の保全」及び５（漁場環境の保全・生態系の維持）における「藻場・干潟等の
保全・創造」に該当するアウトカム指標として設定。

【目標値（水準・目標年度）の設定の根拠】
　目標値については、地方公共団体や漁業者等の事業実施主体からの実施
要望等を踏まえ、藻場の保全・創造の取組を実施する全ての海域において、
取組実施箇所の藻場面積を維持・回復させることを目標とする7,000haとし
た。
　年度毎の目標については、長期計画において目指す主な成果を設定する
際に実施した事業実施主体に対する聞き取り結果等を基に設定。

年度ごとの目標値

指標－
計算分類

年度ごとの実績値
目標値
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基準
年度

目標
年度

４年度 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度

970
千トン

970
千トン

970
千トン

970
千トン

970
千トン

令和
２年度

F＝－直

基準値

把握の方法
出典：漁業・養殖業生産統計年報
作成時期：調査年度の翌年度の５月頃
算出方法：農林水産省統計部から公表される速報値により、当該年の生産量を当該年度の指標として把握

達成度合いの
判定方法

達成度合（％）＝（当該年度の実績値）／（当該年度の目標値）×100
Ａランク：90％、Ｂランク：50％以上90％未満、Ｃランク：50％未満

970
千トン

測定指標の選定理由及び目標値（水準・目標年度）の設定の根拠
年度ごとの実績値

ア
我が国の養殖生産
量

970
千トン

目標値

年度ごとの目標値

指標－
計算分類

目標②
【達成すべき目標】

赤潮・貧酸素水塊（注２）による漁業被害の軽減対策

各年度

【測定指標の選定理由】
　基本計画第２Ⅲ５（３）の「赤潮・貧酸素水塊による漁業被害の軽減対策」に
該当するアウトカム指標として設定。
　赤潮・貧酸素水塊は養殖魚類のへい死やノリの色落ち等の漁業被害を発
生させるものであり、その被害軽減に取り組んでいることから、「我が国の養殖
生産量」を指標として設定した。

【目標値（水準・目標年度）の設定の根拠】
　近年、養殖生産量は1,000千トン前後で推移していることから、目標値につ
いては、直近の養殖生産量（令和２年度の実績値970千トン）を維持することと
して設定。

測定指標
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基準
年度

目標
年度

４年度 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度

－ － 30% 50% 80%

ア
生分解性プラスチッ
ク製漁具の実証取組
数

0%

指標－
計算分類

測定指標の選定理由及び目標値（水準・目標年度）の設定の根拠
年度ごとの実績値

測定指標 基準値 目標値

年度ごとの目標値

目標③
【達成すべき目標】

環境に配慮した生分解性素材を用いた漁具などの製品開発

把握の方法
出典：水産庁調べ
作成時期：事業年度末
算出方法：国の事業による取組数から算出

令和
３年度

100%
令和

９年度
F↑-直

【測定指標の選定理由】
　基本計画第２Ⅲ５（６）の「環境に配慮した生分解性素材を用いた漁具など
の製品開発」に該当するアウトカム指標として設定。

【目標値（水準・目標年度）の設定の根拠】
　研究開発段階にある取組及び新たに研究開発に着手する取組のうち、実
証に移行した取組の割合。「みどりの食料システム戦略」工程表において、お
およそ2025年から生分解性プラスチック製漁具の開発に係る実証期間として
いることから、令和9年度に100%とすることとして設定。

達成度合いの
判定方法

達成度合（％）＝（当該年度の実績値）／（当該年度の目標値）×100
Ａ'ランク：150％超、Ａランク：90％以上150％以下、Ｂランク：50％以上90％未満、Ｃランク：50％未満
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基準
年度

目標
年度

４年度 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度

1.3
万トン

2.6
万トン

3.9
万トン

5.2
万トン

6.5
万トン

達成度合（％）＝（当該年度の実績値）／（当該年度の目標値）×100
Ａ'ランク：150％超、Ａランク：90％以上150％以下、Ｂランク：50％以上90％未満、Ｃランク：50％未満

測定指標の選定理由及び目標値（水準・目標年度）の設定の根拠

ア

水産資源の回復や
生産力の向上のため
の新たな漁場整備に
よる水産物の増産量

0万トン
令和

３年度
6.5万トン

令和
８年度

把握の方法
出典：水産庁調べ
作成時期：調査年度の翌年度の６月頃
算出方法：都道府県及び市町村を通じて実績値を把握

達成度合いの
判定方法

目標④
【達成すべき目標】

測定指標 基準値

海洋環境の変化に適応した漁場整備を推進

年度ごとの目標値

指標－
計算分類

Ｓ↑－直

【測定指標の選定理由】
　基本計画第２Ⅲ５（漁場環境の保全・生態系の維持）における「海洋環境の
変化に適応した漁場整備の推進」に該当するアウトカム指標として設定。

【目標値（水準・目標年度）の設定の根拠】
　目標値については、地方公共団体等の事業実施主体からの実施要望等を
踏まえ、水産資源の回復や生産力の向上を目指し、海洋環境の変化等に伴
う漁獲対象魚種の多様化に対応した漁場整備、海流等の変化に対応した浮
魚礁等の漁場の施設の再編・整備を推進することにより、6.5万トンの水産物
を増産させることを目標とした。
　年度毎の目標については、長期計画において目指す主な成果を設定する
際に実施した事業実施主体に対する聞き取り結果等を基に設定した。

年度ごとの実績値
目標値
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基準
年度

目標
年度

４年度 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度

36% 44% 53% 61% 70%

【測定指標の選定理由】
　基本計画第２Ⅲ６（１）の「持続的な水産物の安定供給に資する漁港施設の
耐震化等を推進」に該当するアウトカム指標として設定。

【目標値（水準・目標年度）の設定の根拠】
　漁港漁場整備長期計画（令和４年3月閣議決定）において、水産物の流通
拠点となる漁港の施設の耐震化・耐津波化等を推進し、地震・津波災害発生
時における水産業の早期回復体制が構築された漁港の割合を令和８年度ま
でにおおむね70％に向上させることとしていることを踏まえて設定。各年度の
目標値については、漁港漁場整備長期計画に定められていないことから、基
準値と目標値を直線で結んだ年度ごとの目安値を便宜的に記載。

達成度合いの
判定方法

達成度合（％）＝（当該年度の実績値）／（当該年度の目標値）×100
Ａ'ランク：150％超、Ａランク：90％以上150％以下、Ｂランク：50％以上90％未満、Ｃランク：50％未満

ア

水産物の流通拠点と
なる漁港において、
地震・津波災害発生
時における水産業の
早期回復体制が構
築された漁港の割合

27%
令和

３年度
70%

令和
８年度

把握の方法
出典：水産庁調べ
作成時期：調査年度の翌年度の６月頃
算出方法：都道府県等からの実績報告により把握

測定指標 基準値 目標値

年度ごとの目標値

指標－
計算分類

年度ごとの実績値

施策（６） 防災・減災、国土強靭化への対応

施策の目指すべき姿
【目標設定の考え方根拠】

漁業地域の安全・安心の確保のため、今後発生が危惧される大規模地震・津波の発生の切迫等に対し、持続的な水産物の安定供給に資する漁港施設の耐震化や漁村における
避難対策等を推進する。

目標①
【達成すべき目標】

持続的な水産物の安定供給に資する漁港施設の耐震化等を推進

測定指標の選定理由及び目標値（水準・目標年度）の設定の根拠

S↑－直
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約64% 約64% 約64% 約64% －

Ｆ＝－他

【測定指標の選定理由】
　社会資本整備重点計画法（第２条）において定められた「社会資本整備重
点計画」における農林水産省関連項目は、海岸法（第２条１項）に規定する
「海岸保全施設に関する事業」が該当しており、指標として「南海トラフ地震・
首都直下地震等の大規模地震が想定されている地域等における海岸堤防
等の耐震化率」「海岸堤防等の整備率」「南海トラフ地震・首都直下地震等の
大規模地震が想定されている地域等における水門・陸閘等の安全な閉鎖体
制の確保率」「予防保全にむけた海岸堤防等の対策実施率」の４つである。こ
れらの指標については、社会資本整備重点計画法（第７条）により、社会資本
整備事業を事後評価の対象とすることと規定されていることから測定指標とし
て設定。

【目標値（水準・目標年度）の設定の根拠】
　社会資本整備重点計画の重点施策に係る指標のうち、漁港海岸分野で
は、ゼロメートル地帯等における海岸堤防等の津波・高潮対策を推進するこ
とから「海岸堤防等の整備率」を指標として、令和７年度までに約64%と設定。
　なお、海岸事業は、国土交通省・水産庁・農村振興局の海岸関係省庁一
体で整備を実施することから、海岸関係省庁共通の目標を設定しており、年
度ごとの目標値は定めていない。このことから、水産庁においても個別に年
度ごとの目標値は定めていないが、各年度ごとの目標値欄には、便宜的に
目標年度（令和７年度）の目標値を記載している。

イ
海岸堤防等の整備
率

約53%
令和

元年度
約64%

令和
７年度

把握の方法
出典：社会資本整備重点計画における指標フォローアップ調査（農林水産省・国土交通省の海岸担当部局による共同調査）
作成時期：調査年度の翌年度６月頃
算出方法：対象の海岸堤防等の延長のうち、計画高までの整備が完了している延長を集計し把握

達成度合いの
判定方法

達成度合（％）＝（令和ｎ年度実績値－基準値）×６／（（令和ｎ年度目標値－基準値）×（ｎ－１））×100
Ａ'ランク：150％超、Ａランク：90％以上150％以下、Ｂランク：50％以上90％未満、Ｃランク：50％未満
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約59% 約59% 約59% 約59% －

Ｆ＝－他

【測定指標の選定理由】
　社会資本整備重点計画法（第２条）において定められた「社会資本整備重
点計画」における農林水産省関連項目は、海岸法（第２条１項）に規定する
「海岸保全施設に関する事業」が該当しており、指標として「南海トラフ地震・
首都直下地震等の大規模地震が想定されている地域等における海岸堤防
等の耐震化率」「海岸堤防等の整備率」「南海トラフ地震・首都直下地震等の
大規模地震が想定されている地域等における水門・陸閘等の安全な閉鎖体
制の確保率」「予防保全にむけた海岸堤防等の対策実施率」の４つである。こ
れらの指標については、社会資本整備重点計画法（第７条）により、社会資本
整備事業を事後評価の対象とすることと規定されていることから測定指標とし
て設定。

【目標値（水準・目標年度）の設定の根拠】
　社会資本整備重点計画の重点施策に係る指標のうち、漁港海岸分野で
は、切迫する地震・津波等による被害軽減のため、公共土木施設等の耐震
化を推進することから「南海トラフ地震、首都直下型地震、日本海溝・千島海
溝周辺海溝型地震等の大規模地震が想定されている地域等における海岸
堤防等の耐震化率」を指標として、令和７年度までに約59%と設定。
　なお、海岸事業は、国土交通省・水産庁・農村振興局の海岸関係省庁一
体で整備を実施することから、海岸関係省庁共通の目標を設定しており、年
度ごとの目標値は定めていない。このことから、水産庁においても個別に年
度ごとの目標値は定めていないが、各年度ごとの目標値欄には、便宜的に
目標年度（令和７年度）の目標値を記載している。

ウ

南海トラフ地震、首
都直下型地震、日本
海溝・千島海溝周辺
海溝型地震等の大
規模地震が想定され
ている地域等におけ
る海岸堤防等の耐震
化率

約56%
令和

元年度
約59%

令和
７年度

把握の方法
出典：社会資本整備重点計画における指標フォローアップ調査（農林水産省・国土交通省の海岸担当部局による共同調査）
作成時期：調査年度の翌年度６月頃
算出方法：対象の海岸堤防等の延長のうち、L1地震動に対する耐震性の確保が完了している延長を集計し把握

達成度合いの
判定方法

達成度合（％）＝（令和ｎ年度実績値－基準値）×６／（（令和ｎ年度目標値－基準値）×（ｎ－１））×100
Ａ'ランク：150％超、Ａランク：90％以上150％以下、Ｂランク：50％以上90％未満、Ｃランク：50％未満
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約85% 約85% 約85% 約85% －

エ

南海トラフ地震、首
都直下型地震、日本
海溝・千島海溝周辺
海溝型地震等の大
規模地震が想定され
ている地域等におけ
る水門・陸閘等の安
全な閉鎖体制の確
保率

約77%
令和

元年度
約85%

令和
７年度

Ｆ＝－他

【測定指標の選定理由】
　社会資本整備重点計画法（第２条）において定められた「社会資本整備重
点計画」における農林水産省関連項目は、海岸法（第２条１項）に規定する
「海岸保全施設に関する事業」が該当しており、、指標として「南海トラフ地
震・首都直下地震等の大規模地震が想定されている地域等における海岸堤
防等の耐震化率」「海岸堤防等の整備率」「南海トラフ地震・首都直下地震等
の大規模地震が想定されている地域等における水門・陸閘等の安全な閉鎖
体制の確保率」「予防保全にむけた海岸堤防等の対策実施率」の４つであ
る。これらの指標については、社会資本整備重点計画法（第７条）により、社
会資本整備事業を事後評価の対象とすることと規定されていることから測定
指標として設定。

【目標値（水準・目標年度）の設定の根拠】
　社会資本整備重点計画の重点施策に係る指標のうち、漁港海岸分野で
は、水門・陸閘等の統廃合や常時閉鎖、自動化遠隔操作化等、津波到達前
に安全な閉鎖体制を確保する必要があることから「南海トラフ地震、首都直下
型地震、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震等の大規模地震が想定されて
いる地域等における水門・陸閘等の安全な閉鎖体制の確保率」を指標とし
て、令和７年度までに約85%と設定。
　なお、海岸事業は、国土交通省・水産庁・農村振興局の海岸関係省庁一
体で整備を実施することから、海岸関係省庁共通の目標を設定しており、年
度ごとの目標値は定めていない。このことから、水産庁においても個別に年
度ごとの目標値は定めていないが、各年度ごとの目標値欄には、便宜的に
目標年度（令和７年度）の目標値を記載している。

把握の方法
出典：社会資本整備重点計画における指標フォローアップ調査（農林水産省・国土交通省の海岸担当部局による共同調査）
作成時期：調査年度の翌年度６月頃
算出方法：対象施設のうち、自動化・遠隔操作化等といった安全な閉鎖体制確保のための対策を実施した施設数を集計し把握

達成度合いの
判定方法

達成度合（％）＝（令和ｎ年度実績値－基準値）×６／（（令和ｎ年度目標値－基準値）×（ｎ－１））×100
Ａ'ランク：150％超、Ａランク：90％以上150％以下、Ｂランク：50％以上90％未満、Ｃランク：50％未満
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73% 76% 79% 82% 85%

目標②
【達成すべき目標】

避難路や避難施設の整備などの避難対策を推進

ア

最大クラスの津波に
対する安全な避難が
可能となった漁村人
口の割合

70%
令和

３年度
85%

令和
８年度

把握の方法
出典：水産庁調べ
作成時期：調査年度の翌年度の12月頃
算出方法：都道府県等からの実績報告により把握

達成度合いの
判定方法

達成度合（％）＝（当該年度の実績値）／（当該年度の目標値）×100
Ａ'ランク：150％超、Ａランク：90％以上150％以下、Ｂランク：50％以上90％未満、Ｃランク：50％未満

Ｆ↑－直

【測定指標の選定理由】
　基本計画第２Ⅲ６（１）の「避難路や避難施設の整備などの避難対策を推
進」に該当するアウトカム指標として設定。

【目標値（水準・目標年度）の設定の根拠】
　漁港漁場整備長期計画（令和４年3月閣議決定）において、漁村における
避難対策を推進し、最大クラスの津波に対する安全な避難が可能となった漁
村人口の割合を令和８年度までにおおむね85％に向上させることとしている
ことを踏まえて設定。各年度の目標値については、漁港漁場整備長期計画
に定められていないことから、基準値と目標値を直線で結んだ年度ごとの目
安値を便宜的に記載。
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基準
年度

目標
年度

４年度 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度

36% 44% 53% 61% 70%

指標－
計算分類

把握の方法
出典：水産庁調べ
作成時期：調査年度の翌年度の６月頃
算出方法：都道府県等からの実績報告により把握

測定指標 基準値 目標値

達成度合（％）＝（当該年度の実績値）／（当該年度の目標値）×100
Ａ'ランク：150％超、Ａランク：90％以上150％以下、Ｂランク：50％以上90％未満、Ｃランク：50％未満

年度ごとの目標値

S↑－直

【測定指標の選定理由】
　基本計画第２Ⅲ６（２）の「地域の水産業の早期再開を図る」に該当するアウ
トカム指標として設定。

【目標値（水準・目標年度）の設定の根拠】
　漁港漁場整備長期計画（令和４年3月閣議決定）において、水産物の流通
拠点となる漁港の事業継続計画（BCP）の策定等を推進し、地震・津波災害
発生時における水産業の早期回復体制が構築された漁港の割合を令和８年
度までにおおむね70％に向上させることとしていることを踏まえて設定。各年
度の目標値については、漁港漁場整備長期計画に定められていないことか
ら、基準値と目標値を直線で結んだ年度ごとの目安値を便宜的に記載。

達成度合いの
判定方法

目標③
【達成すべき目標】

地域の水産業の早期再開を図る

測定指標の選定理由及び目標値（水準・目標年度）の設定の根拠
年度ごとの実績値

ア

水産物の流通拠点と
なる漁港において、
地震・津波災害発生
時における水産業の
早期回復体制が構
築された漁港の割合
【再掲】

27%
令和

３年度
70%

令和
８年度
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基準
年度

目標
年度

４年度 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度

51% 56% 61% 66% 70%

年度ごとの実績値

Ｆ↑－直

【測定指標の選定理由】
　基本計画第２Ⅲ６（３）の「予防保全型の老朽化対策に転換を図る」に該当
するアウトカム指標として設定。

【目標値（水準・目標年度）の設定の根拠】
　漁港漁場整備長期計画（令和４年3月閣議決定）において、予防保全型の
老朽化対策を推進し、漁港機能の保全及び安全な利用が確保された漁港の
割合を令和８年度までにおおむね70％に向上させることとしていることを踏ま
えて設定。各年度の目標値については、漁港漁場整備長期計画に定められ
ていないことから、基準値と目標値を直線で結んだ年度ごとの目安値を便宜
的に記載。

ア

予防保全型の老朽
化対策に転換し、機
能の保全及び安全
な利用が確保された
漁港の割合

46%
令和

３年度
70%

令和
８年度

把握の方法
出典：水産庁調べ
作成時期：調査年度の翌年度6月頃
算出方法：都道府県等からの実績報告により把握

達成度合いの
判定方法

達成度合（％）＝（当該年度の実績値）／（当該年度の目標値）×100
Ａ'ランク：150％超、Ａランク：90％以上150％以下、Ｂランク：50％以上90％未満、Ｃランク：50％未満

目標④
【達成すべき目標】

予防保全型の老朽化対策に転換を図る

測定指標 基準値 目標値

年度ごとの目標値

指標－
計算分類

測定指標の選定理由及び目標値（水準・目標年度）の設定の根拠
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約87% 約87% 約87% 約87% －

イ
予防保全に向けた海
岸堤防等の対策実
施率

約84%
令和

元年度
約87%

令和
７年度

出典：社会資本整備重点計画における指標フォローアップ調査（農林水産省・国土交通省の海岸担当部局による共同調査）
作成時期：調査年度の翌年度６月頃
算出方法：対象の海岸堤防等の延長のうち、予防保全に向けた海岸堤防等の修繕が完了している延長を集計し把握

達成度合いの
判定方法

達成度合（％）＝（令和ｎ年度実績値－基準値）×６／（（令和ｎ年度目標値－基準値）×（ｎ－１））×100
Ａ'ランク：150％超、Ａランク：90％以上150％以下、Ｂランク：50％以上90％未満、Ｃランク：50％未満

Ｆ＝－他

【測定指標の選定理由】
　社会資本整備重点計画法（第２条）において定められた「社会資本整備重
点計画」における農林水産省関連項目は、海岸法（第２条１項）に規定する
「海岸保全施設に関する事業」が該当しており、指標として「南海トラフ地震・
首都直下地震等の大規模地震が想定されている地域等における海岸堤防
等の耐震化率」「海岸堤防等の整備率」「南海トラフ地震・首都直下地震等の
大規模地震が想定されている地域等における水門・陸閘等の安全な閉鎖体
制の確保率」「予防保全にむけた海岸堤防等の対策実施率」の４つである。こ
れらの指標については、社会資本整備重点計画法（第７条）により、社会資本
整備事業を事後評価の対象とすることと規定されていることから測定指標とし
て設定。

【目標値（水準・目標年度）の設定の根拠】
　社会資本整備重点計画の重点施策に係る指標のうち、漁港海岸分野で
は、持続可能なインフラメンテナンスを推進することから「予防保全に向けた
堤防等の対策実施率」を指標として、令和７年度までに約87%と設定。
　なお、海岸事業は、国土交通省・水産庁・農村振興局の海岸関係省庁一
体で整備を実施することから、海岸関係省庁共通の目標を設定しており、年
度ごとの目標値は定めていない。このことから、水産庁においても個別に年
度ごとの目標値は定めていないが、各年度ごとの目標値欄には、便宜的に
目標年度（令和７年度）の目標値を記載している。

把握の方法
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元年度
[百万円]

２年度
[百万円]

３年度
[百万円]

(1)

グローバル産地づく
り緊急対策事業のう
ち水産エコラベルの
認証取得加速化緊
急対策事業
（令和２年度）
（関連：4-2）

-
45

（翌年度
繰越）

45
（44.9）

(3)-⑤-ア 0065

(2)

グローバル産地づく
り推進事業のうち日
本発の水産エコラベ
ル普及推進事業
（令和２年度）
（関連：4－2）

-
36

(33)
36

(31.7)
(3)-⑤-ア 0066

(3)

グローバル産地づく
り緊急対策事業のう
ち水産エコラベル認
証取得支援事業
（令和３年度）
（関連：4－2）

- -
50

（翌年度
繰越）

(3)-⑤-ア 0067

(3)

農山漁村地域整備
交付金
（平成22年度）
（関連：４-
7,8,13,17,19）

76,536
の内数
(75,944
の内数)

83,664
の内数
(81,754
の内数)

70,362
の内数
(68,925
の内数)

(4)-①-ア
(5)-④-ア
(6)-①-
イ～エ

(6)-②-ア

0160

(4)

農山漁村振興交付
金
（平成28年度）
（関連：４-
1,3,7,8,10,13,14,15,
17,19,20,21）

9,138
の内数
(7,026

の内数)

8,451
の内数
(6,453

の内数)

9,805
の内数
(5,992

の内数)

(1)-②-イ
0232

9,752
の内数

-

- -

34 -

64,119
の内数

-

- -

政策手段の概要等

令和４年
度行政
事業

レビュー
事業番

号

政策手段
（開始年度）

予算額計（執行額）
４年度

当初予算額
[百万円]

関連
する
指標
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(5)

鳥獣被害防止総合
対策交付金
（平成20年度）
（関連：４-
７,13,14,19）

10,886
(10,591)

11,154
(10,910)

14,737
(13,056)

(5)-④-ア 0236

(6)

漁場油濁被害対策
費
（昭和49年度）
（主）

25
(21)

15
(11)

20
(20)

(5)-③-ア 0273

(7)

漁場環境改善推進
事業
（平成30年度）
（主、関連：4-12）

178
（175）

157
（149）

152
（137）

(5)-②-ア 282

(8)

厳しい環境条件下に
おけるサンゴ礁の面
的保全・回復技術開
発実証事業
（平成30年度）
（主）

153
（152）

153
(152)

152
(151)

(5)-①-ア 0283

(9)

北海道赤潮対策緊
急支援事業
（令和3年度）
（主）

- -

145
(140)

1,355
（翌年度
繰越）

- 0287

(10)

有害生物漁業被害
防止総合対策事業
（平成27年度）
（主）

405
(397)

355
(349)

380
(373)

(5)-④-ア 0292378 -

19 -

179 -

150 -

- -

10,003 -
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(11)

漁協経営基盤強化
対策支援事業
（平成29年度）
（主）

236
（205）

231
(157)

212
(178)

(2)-①-ア 0303

(12)

浜の活力再生・成長
促進交付金
（平成17年度）
（関連：4-22,23）

6,212の
内数

（5,809の
内数）

2,544
(翌年度
繰越)

3,459の
内数

(3,160の
内数)

1,168
(翌年度
繰越)

1,873の
内数

(1,829の
内数)

1,950
(翌年度
繰越)

(1)-①-ア
(1)-②-ア
(1)-②-イ
(3)-①-ア
(3)-③-ア
(3)-④-ア
(6)-②-ア

0309

(13)

離島漁業再生支援
等交付金
（平成22年度）
（主）

1,518
（1,327）

1,463
（1,301）

1,463
（1,376）

(1)-③-ア 0310

(14)

水産物流通調査事
業
（平成24年度）
（主）

75
(71)

68
(66)

34
(33)

(3)-①-ア 0311

(15)

水産多面的機能発
揮対策
（平成25年度）
（主）

2,855
(2,492)

2,556
（2,367）

1,800
（1,726）

(4)-①-ア
(5)-①-ア 0312

(16)
漁港機能増進事業
（平成29年度）
（主）

2,553
(2,532)

1,201
(翌年度
繰越)

1,724
(1,703)

477
(翌年度
繰越)

1,054
(1,024)

223
(翌年度
繰越)

(1)-②-ア
(1)-②-イ 0313

-

645 -

-

33 -

1,700

291 -

2,655の
内数

-

1,463
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(17)

【TPP関連事業】
水産物輸出拡大連
携推進事業
（平成30年度）
（主）

199
（184）

201
(翌年度
繰越)

182
（172）

619
(翌年度
繰越)

520
（322）

499
(翌年度
繰越)

(3)-①-ア 0314

(18)

水産バリューチェー
ン事業
（平成31年度）
（主）

1,378
（1,150）

4,509
（2,331）

4722
（2,168）

(3)-①-ア 0315

(19)
漁港海岸事業
（昭和32年度）
（主）

1,062
(1,061)

1,065
(翌年度
繰越)

1,645
(1,645)

1,264
(翌年度
繰越)

2,284
(2,283)

1,784
(翌年度
繰越)

(6)-①-
イ～エ

(6)-④-イ
0316

(20)

水産基盤整備事業
（補助）
（平成13年度）
（主）

37,874
（37,533）

23,137
(翌年度
繰越)

43,556
(43,062)

24,866
(翌年度
繰越)

42,749
(42,243)

23,244
(翌年度
繰越)

(1)-②-ア
(1)-②-イ
(3)-④-ア
(5)-①-ア
(5)-④-ア
(6)-①-ア
(6)-②-ア
(6)-③-ア
(6)-④-ア

0317

(21)

水産基盤整備事業
（直轄）
（平成13年度）
（主）

3,829
（3,812）

856
(翌年度
繰越)

3,722
（3,542）

350
(翌年度
繰越)

2,763
（2,673）

360
(翌年度
繰越)

(5)-④-ア 0318

(22)

【TPP関連事業】
水産基盤整備事業
（補助）（TPP対策）
（平成27年度）
（主）

4,014
（4,014）

5,829
(翌年度
繰越)

4,607
(4,380)

3,342
(翌年度
繰越)

3,070
(3,069)

1,291
(翌年度
繰越)

(3)-④-ア 0319- -

33,344 -

-

2,476 -

- -

591

2,928

-
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(23)

【TPP関連事業】
水産物輸出促進緊
急推進事業
（平成27年度）
（主）

795
（535）

69
(翌年度
繰越)

69
（69）

- (3)-①-ア -

(24)

【TPP関連事業】
水産物輸出産地緊
急対策
（平成30年度）
（関連：4－4）

299.7
（284.1）

195.2
(翌年度
繰越)

195.2
（194.8）

- (3)-①-ア -

(25)

持続可能な水産業
の認証活用加速化
事業
（平成30年度）
（関連：4－4）

70
（67）

50
(翌年度
繰越)

50
(49)

- (3)-⑤-ア -

(26)
漁港漁場整備法
（昭和25年）

- - -

(1)-②-ア
(1)-②-イ
(3)-④-ア
(5)-①-ア
(5)-④-ア
(6)-①-ア
(6)-②-ア
(6)-③-ア
(6)-④-ア

-

(27)
海岸法
（昭和31年）

- - -
(6)-①-
イ～エ

(6)-④-イ
-

(28)

水産加工業施設改
良資金融通臨時措
置法
（昭和52年）

- - - (3)-①-ア -

　輸出先国の事業者に対して我が国の水産資源の持続可能性や環境配慮への取組を統一的な規格に基
づいて伝達することにより、市場の拡大等が可能となることで、水産物の輸出拡大に寄与する。

-

-

　津波、高潮、波浪その他海水又は地盤の変動による被害から海岸を防護するとともに、海岸環境の整備と
保全及び公衆の海岸の適正な利用を図り、もって国土の保全に資することを目的とする。
　海岸保全施設の整備を行い、津波・高潮等から国土を保全することにより、災害時の経済社会活動を支
え、国民の生命・財産・生活を守ることに寄与する。

-
　輸出先国・地域が求める品質・衛生条件への適合に必要な機器整備への支援を行うことにより、日本産水
産物の輸出拡大に寄与する。

-

-
　食用水産加工品の安定供給を図るため、水産加工施設の改良等に必要な資金の融通を行う。資金の円
滑な融通は製造のみならず消費拡大に寄与する。

-

　水産業の健全な発展及びこれによる水産物の供給の安定を図るため、環境との調和に配慮しつつ、漁港
漁場整備事業を総合的かつ計画的に推進し、及び漁港の維持管理を適正にし、もって国民生活の安定及
び国民経済の発展に寄与し、あわせて豊かで住みよい漁村の振興に資することを目的としている。
　この法律に基づき漁港漁場整備事業を推進することで、目標が計画的に達成されることに寄与する。

　輸出に必要なＨＡＣＣＰ対応の水産加工施設等の改修等を推進することにより、水産物の輸出拡大に寄与
する。
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(29)
水産業協同組合法
(昭和23年)

- - - (2)-①-ア -

(30)
漁業協同組合合併
促進法
(昭和42年)

- - - (2)-①-ア -

(31)

保険会社等の異常
危険準備金［法人
税：租税特別措置法
第57条の５、第68条
の55］
(昭和29年度)

<59>
(<58>)

<69>
(<60>)

<66>
(<61>)

(2)-①-ア -

(32)

中小企業等の貸倒
引当金の特例（法人
税：租税特別措置法
第57条の９、第68条
の59）
（昭和41年度）

<76>
（<57>）

<56>
（<63>）

<38>
（<20>）

(2)-①-ア -

(33)

中小企業者等が機
械等を取得した場合
等の特別償却又は
税額の特別控除［所
得税・法人税：租税
特別措置法第10条
の3、第42条の6］
（平成10年度）

<60>
（<251>）

<123>
（<98>）

<142>
（<133>）

(2)-①-ア -

(34)

農業協同組合等の
合併に係る課税の特
例（法人税：租税特
別措置法第68条の
2）
（平成13年度）

<1,359>
（<0>）

<568>
（<284>）

<494>
（<0>）

(2)-①-ア -

-
漁業者等の協同組織の発達を促進するための措置。
これにより、漁業者等の経済的社会的地位の向上と水産業の生産力の増進に寄与する。

-
適正な事業運営を行うことのできる漁業協同組合を広範に育成し、漁業に関する協同組織の健全な発展に
資するための措置。
漁業協同組合の合併についての援助等を行うことにより、漁業協同組合の合併の促進に寄与する。

<60>

保険会社又は共済事業を行う協同組合の異常危険準備金を対象とし、積立金を損金算入する措置。（積立
率は火災共済が掛金額の2.5%、風水害等共済が9%等）
異常危険準備金の積立金額の損金算入が認められることにより、毎期の収入から計画的に異常損害損失
への備えのための内部留保の充実が図られ、漁協系統組織の基盤強化に寄与する。

－

　中小企業等の貸倒引当金の繰入限度額について、貸倒実績率と法定繰入率の選択適用が認められ、さ
らに協同組合等はその2％割増しを行う措置。
（※　割増特例については、2019年3月31日で廃止となったが、割増率を2％ずつ段階的に引き下げていく
経過措置が設けられた。）
　漁協等の貸倒リスクへの対応力を維持・強化することにより、漁協経営の安定が図られ、漁協系統組織の
基盤強化に寄与する。

－

　漁協が設備投資をする場合において、当該設備の取得価格の30％の特別償却又は7％の税額控除の選
択適用を行う措置。
　漁協等が行う近代化・合理化に向けた設備投資の支援を通じ、水産業の体質強化が図られ、地域経済の
活性化及び漁業経営の安定化に寄与する。

－
　漁協が一定の要件を満たした合併を行う場合には適格合併とみなし、資産の簿価引継や欠損金の損金算
入を行う措置。
　漁協合併が促進され、漁協系統組織の基盤強化に寄与する。
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(35)

収用に伴い代替資
産を取得した場合の
課税の特例［所得税
等：租税特別措置法
第33条、第64条、第
68条の70］

収用交換等の場合
の譲渡所得等の特
別控除[所得税等：
租税特別措置法第
33条の４、第65条の
２、第68条の73]
（昭和26年度）

<-> <-> <->
(6)-①-イ
(6)-④-イ -

68,405
<91,886>

71,938
<95,574>

76,338
<82,040>

66,603
<88,779>

72,643
<91,367>

<->

　公共目的により収用された財産の所有者の譲渡所得等について課税の特例を設け、事業等の円滑な推
進を図る。
　土地等の収用や漁業権の取消等を円滑に行うことにより、海岸事業を効率的に進めることで目標の達成に
寄与する。

https://www.maff.go.jp/j/budget/review/r4/index.html

政策の予算額[百万円]
54,234

<76,526>

政策の執行額[百万円]

参照URL
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移替え予算に係る政策手段一覧（参考）

元年度
[百万円]

２年度
[百万円]

３年度
[百万円]

(1)

【参考：復興庁より】
漁場復旧対策支援
事業
（平成24年度）

580
(512)

420
(292)

245
(200)

- 復-0090

(2)

【参考：復興庁より】
復興水産加工業等
販路回復促進事業
（平成24年度）

1,227
（1,080）

1,182
（990）

1,115
（1,058）

(3)-①-ア 復-0097

(3)

【参考：復興庁より】
水産基盤整備事業
（補助）
（平成24年度）

5,538
(5,472)

1,637
(翌年度
繰越)

2,876
(2,725)

3,275
(翌年度
繰越)

2,327
(2,201)

1,031
(翌年度
繰越)

- 復-0098

(4)

【参考：国土交通省よ
り】
北海道開発事業（補
助）のうち水産基盤
整備事業
(昭和26年度)

9,902
（9,867）

15,544
(15,487)

14,853
（14,806）

(1)-②-ア
(1)-②-イ
(3)-④-ア
(5)-①-ア
(5)-④-ア
(6)-①-ア
(6)-②-ア
(6)-③-ア
(6)-④-ア

国-0469

296

政策手段の概要等

令和４年
度行政
事業レ
ビュー
事業番

号

4,053

-190

9,106

-

-

関連す
る

指標

政策手段
（開始年度）

-

予算額計（執行額）

４年度
当初予算額

[百万円]

 24-33



(5)

【参考：国土交通省よ
り】
離島振興事業のうち
水産基盤整備事業
(昭和28年度)

11,864
（11,444）

12,568
(12,268)

12,804
（12,499）

(1)-②-ア
(1)-②-イ
(3)-④-ア
(5)-①-ア
(5)-④-ア
(6)-①-ア
(6)-②-ア
(6)-③-ア
(6)-④-ア

国-0464

(6)

【参考：内閣府より】
水産基盤整備に必
要な経費
(平成13年度)

4,210
（4,200）

3,303
(3,278)

3,532
（3,518）

(1)-②-ア
(1)-②-イ
(3)-④-ア
(5)-①-ア
(5)-④-ア
(6)-①-ア
(6)-②-ア
(6)-③-ア
(6)-④-ア

内-0082

(7)

【参考：内閣府より】
地方創生推進交付
金
（平成28年度）

1,462
（889）

1,801
(1,286)

1,912
（1,233）

(4)-①-イ
(6)-①-ア
(6)-②-ア
(6)-③-ア

内-0041

(8)

【参考：国土交通省よ
り】
離島振興事業
のうち農山漁村地域
整備交付金
（平成22年度）
（関連：4－
7,8,13,19）

4,925
の内数
（4,885

の内数）

4,853
の内数
（4,809

の内数）

3,797
の内数
（3,760

 の内数）

(4)-①-ア
(5)-④-ア
(6)-①-
イ～エ

(6)-②-ア

国-0464

(9)

【参考：国土交通省よ
り】
奄美群島振興開発
事業
のうち農山漁村地域
整備交付金
（平成22年度）
（関連：4－
7,8,13,19）

1,456
の内数
（1,456

の内数）

1,577
の内数
(1,577

の内数)

1,181
の内数
（1,181

の内数）

(4)-①-ア
(5)-④-ア
(6)-①-
イ～エ

(6)-②-ア

国-0465
1,246

の内数
-

3,466 -

1,702 -

3,856
の内数

-

8,689 -
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(10)

【参考：国土交通省よ
り】
北海道開発事業
のうち農山漁村地域
整備交付金
（平成22年度）
（関連：4－
7,8,13,19）

11,657
の内数
（11,619
の内数）

12,590
の内数
(12,552
の内数)

9,594
の内数
（9,568

 の内数）

(4)-①-ア
(5)-④-ア
(6)-①-
イ～エ

(6)-②-ア

国-0469

(11)

【参考：国土交通省よ
り】
離島振興事業
のうち漁港海岸事業

- - -
(6)-①-
イ～エ

(6)-④-イ
国-0464

(12)

【参考：国土交通省よ
り】
奄美群島振興開発
事業
のうち漁港海岸事業

- - -
(6)-①-
イ～エ

(6)-④-イ
国-0465

(13)

【参考：国土交通省よ
り】
北海道開発事業
のうち漁港海岸事業

- - 240
(6)-①-
イ～エ

(6)-④-イ
国-0469

288 -

28 -

9,177
の内数

（注３）政策の予算額及び政策の執行額について、複数政策に関連する予算については、＜＞外書きで記載している。

（注１）「予算額計」欄について、税制の場合は、減収見込額（減収額）を記載している。

（注４）移替え予算とは、予算成立後、府省間において、移動させられる予算のことである。

（注２）当該政策分野に対応する予算の項に位置付けられている予算事業については、「政策手段」の欄に、「主」と記載している。
　　　　また、予算事業が複数の政策分野に関係する場合には、「政策手段」の欄に、関係する政策分野の番号を記載している。

参照URL
（復興庁）：https://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat8/sub-cat8-3/20220428110351.html
（国土交通省）：https://www.mlit.go.jp/page/kanbo05_hy_002421.html
（内閣府）：https://www.cao.go.jp/yosan/review_suishin4.html

400 -

-
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１．用語解説

参考資料

注１

注２ 貧酸素水塊

持続可能で環境に配慮した漁業・養殖業から生産された水産物であることを担保する認証を指す。

溶存酸素が少ない水塊。

生産段階認証
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